
○国立大学法人鹿児島大学寄附金等受入規則 

平成16年４月１日 

規則第85号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における寄附金及び

有価証券(以下「寄附金等」という。)を受け入れるために必要な財務の手続を定める。 

２ 寄附による有価証券のうち株式を取得する場合の取扱いについては、国立大学法人鹿児

島大学における寄附により取得する株式取扱規則(平成29年規則第85号)に定めるところ

による。 

(定義) 

第２条 この規則において「部局」とは、事務局、各学部、各研究科、各機構又は機構の各

センター、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、各学内共同教育研究施設及び附属病

院をいう。 

２ この規則において「部局長」とは、前項に定める部局の長(事務局においては学長)をい

う。 

３ この規則において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。 

(1) 国債 

(2) 政府の保証のある債券 

(3) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発

行する債券 

(4) 地方債 

(5) 社債 

(6) 株式 

(受入れの制限) 

第３条 寄附金等の受入れに際して、次の各号のいずれかに掲げる条件が付されているもの

については、受け入れることができない。 

(1) 寄附金等により取得した資産を寄附者に無償で譲与すること。 

(2) 寄附金等による研究の結果、特許権又はこれに準ずる権利が生じた場合、これを寄

附者に無償で使用させ、又は譲与すること。 

(3) 寄附金等の使用について、寄附者による会計監査が義務づけられているもの 

(4) 寄附金等を受け入れた後、寄附者が自己の意思により寄附金等の全部又は一部を取

り消すことができるもの 

(受入れの決定) 

第４条 寄附金等の受入れは、部局長が決定する。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表に定める寄附金については、同表に定める時点をもって、

受入れを決定し、次条に規定する受入れの手続を行ったものとみなす。 



(寄附金等の受入れ) 

第５条 部局長は、受入れを決定したときは、関連書類の写しを添えて出納命令役に通知す

るものとする。 

２ 出納命令役は寄附者に納入依頼書を送付するものとする。 

３ 出納役は、寄附金等が納入されたときは、部局長に通知するものとする。 

(使途の制限) 

第６条 寄附金等は、その寄附目的以外に使用してはならない。 

(助成金等の取扱い) 

第７条 役職員は、研究助成団体等から当該役職員個人に対して助成金等の供与を受けた場

合であって、これが当該役職員の本学における職務上の教育研究に対する供与であるとき

は、この規則の定めるところにより助成金等を速やかに寄附金として本学に寄附しなけれ

ばならない。 

(その他) 

第８条 本学における寄附金等の受入れに関して、国立大学法人鹿児島大学会計規程(平成

16年規則第75号)及び本規則に定めのない事項は、学長が指名する理事が決するところに

よる。 

附 則 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成16年12月21日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成28年10月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成29年９月28日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

別表(第４条関係) 

寄附金の区分と方法 受入れの決定時点 

○鹿大「進取の精神」支援基金への寄附金 

・クレジットカードによる寄附 

・コンビニエンスストアの端末等からの支

・本学への入金時 



払による寄附 

・Pay-easyによる寄附 

・銀行振込による寄附 

・古本募金による寄附 

○クラウドファンディング事業への寄附金 

・クレジットカードによる寄附 

・銀行振込による寄附 

○遺贈による寄附金 ・遺言の執行時 


